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衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
在
沖
米
軍
基
地
勤
務
の
駐
留
軍
労
働
者
・
退
職
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
救
済
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
十
二
月
末
ま
で
に
お
い
て
、
石
綿
に
ば
く
露
し
た
こ
と
に
よ
り
発
症
す
る
疾
患
で
あ
る
肺
が
ん
及
び
中
皮
腫

に
よ
る
沖
縄
県
内
に
お
け
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
基
づ
く
保
険
給
付
（
以
下

「
労
災
保
険
給
付
」
と
い
う
。
）
の
請
求
件
数
は
二
十
九
件
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
駐
留
軍
等
労
働
者
及
び
そ
の
退
職
者
（
以

下
「
駐
留
軍
等
労
働
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
請
求
件
数
は
十
三
件
、
そ
の
他
の
労
働
者
に
係
る
請
求
件
数
は
十
六
件
で

あ
る
。
ま
た
、
そ
の
認
定
件
数
は
十
七
件
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
駐
留
軍
等
労
働
者
等
に
係
る
認
定
件
数
は
九
件
、
そ
の
他
の

労
働
者
に
係
る
認
定
件
数
は
八
件
で
あ
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
末
ま
で
に
お
い
て
、
沖
縄
県
内
に
お
け
る
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
石
綿
救
済
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
給
付
の
請
求
件
数
は
六
十
一
件
、
認
定
件
数
は
二
十
件

で
あ
る
が
、
駐
留
軍
等
労
働
者
等
及
び
そ
の
他
の
労
働
者
に
係
る
請
求
件
数
及
び
認
定
件
数
の
内
訳
は
把
握
し
て
い
な
い
。

沖
縄
県
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
請
求
件
数
及
び
認
定
件
数
に
つ
い
て
は
母
数
が
少
な
い
こ
と
等
か
ら
、
お
尋
ね
の
被
害
状

一



況
に
つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
及
び
石
綿
救
済
法
に
基
づ
き
石
綿
に
よ
る
中
皮
腫
に
起
因
す
る
死
亡
と
し
て
認
定
さ
れ
た
者
の

件
数
を
人
口
動
態
統
計
に
基
づ
く
中
皮
腫
に
起
因
し
て
死
亡
し
た
者
の
件
数
で
除
す
と
、
全
国
に
つ
い
て
は
〇
・
四
七
、
沖

縄
県
に
つ
い
て
は
〇
・
二
一
と
な
る
（
平
成
七
年
一
月
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
ま
で
の
死
亡
者
に
限
る
。
）
。

こ
れ
ら
の
値
に
つ
い
て
は
、
人
口
動
態
統
計
に
基
づ
く
都
道
府
県
別
の
死
亡
件
数
は
死
亡
者
の
住
所
地
に
よ
っ
て
分
類
さ

れ
計
上
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
別
の
認
定
件
数
は
最
後
に
石
綿
作
業
に
従

事
し
た
事
業
場
の
所
在
地
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
全
国
と
沖
縄
県
の
値
を
単
純
に
比
較
し
て

評
価
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
証
言
集
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
防
衛
省
に
お
い
て

は
、
駐
留
軍
等
労
働
者
等
が
従
事
し
て
い
た
業
務
内
容
等
に
係
る
記
録
を
保
有
し
て
お
り
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四

十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
駐
留
軍
等
労
働
者
等
が
健
康
管
理
手
帳

二



の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
駐
留
軍
等
労
働
者
等
が
従
事
し
て
い
た
事
業
場
の
主
な
業
務
内
容
等
を
証

明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

沖
縄
が
昭
和
四
十
七
年
に
我
が
国
に
復
帰
す
る
前
に
労
働
者
災
害
補
償
（
一
九
六
一
年
高
等
弁
務
官
布
令
第
四
十
二
号
。

以
下
「
布
令
第
四
十
二
号
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
米
軍
関
係
労
働
者
（
以
下
「
米
軍
関
係
労
働
者
」
と
い
う
。

）
の
う
ち
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
（
昭
和
四
十
七
年
条
約
第
二

号
。
以
下
「
沖
縄
返
還
協
定
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録
（
昭
和
四
十
七
年
外
務
省
告
示
第
五
十
三
号

）
に
規
定
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
又
は
そ
の
機
関
の
被
用
者
（
以
下
「
米
国
に
直
接
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
は
、
復
帰
前
に
被
災
し
た
労
働
災
害
に
係
る
災
害
補
償
に
関
し
て
は
、
沖
縄
返
還
協
定
に
基
づ
き
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
政
府
に
請
求
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
復
帰
後
に
被
災
し
た
労
働
災
害
に
係
る
災
害
補
償
に
関
し
て
は
、
労
働

者
災
害
補
償
保
険
法
に
基
づ
き
、
我
が
国
の
駐
留
軍
等
労
働
者
と
し
て
労
災
保
険
給
付
を
請
求
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
米
軍
関
係
労
働
者
の
う
ち
、
米
国
に
直
接
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
、
復
帰
前
に
被
災
し
た
労

働
災
害
に
係
る
災
害
補
償
に
関
し
て
は
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十

三



九
号
）
に
基
づ
き
、
布
令
第
四
十
二
号
に
規
定
す
る
補
償
水
準
に
よ
っ
て
補
償
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
復
帰
後

に
被
災
し
た
労
働
災
害
に
係
る
災
害
補
償
に
関
し
て
は
、
同
法
に
基
づ
き
、
労
災
保
険
給
付
を
請
求
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。

六
に
つ
い
て

沖
縄
県
に
お
い
て
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及

び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
日
米
地
位

協
定
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
�
の
規
定
は
、
復
帰
後
か
ら
適
用
さ
れ
て
き
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

沖
縄
の
復
帰
前
に
米
軍
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
に
係
る
石
綿
に
よ
る
被
害
に
対
す
る
補
償
に
つ
い
て
は
、
雇
用
形
態
や
被

害
に
至
っ
た
状
況
等
個
別
具
体
的
な
事
例
に
則
し
て
対
応
し
て
い
く
も
の
と
考
え
て
お
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
損
害
賠
償
請
求
」
に
つ
い
て
は
、
日
米
地
位
協
定
第
十
八
条
�
�
�
等
の
規
定
に
従
い
、
日
米
間
で
分
担
す

四



る
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
後
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
請
求
す
べ
き
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
分
担
を
求
め
て
い
く
こ
と
と
し

て
い
る
。

九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
損
害
賠
償
請
求
」
に
つ
い
て
は
、
日
米
地
位
協
定
第
十
八
条
�
�
�
の
規
定
に
従
い
、
日
米
間
で
均
等
に
分

担
す
る
こ
と
で
合
意
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
請
求
す
べ
き
部
分
に
つ
い
て
は
、
既
に
同
国
か
ら
償
還
を
受
け
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

五


